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計画を変更することでどうなるの？計画を変更することでどうなるの？計画を変更することでどうなるの？
ア．健全化の実施項目のうち、実施を取りやめたり、内容の変更や開始時期が延期
　　されます。

健全化の実施項目のうち変更する項目

・固定資産の超過課税（プラス0.1％） H24 、H25

・国際観光ホテルの固定資産税の軽減措置の縮小
・高齢者交通費助成事業の有料化
・給食センターの統合
・下水道料金の改正

H27 ～
H23 ～
H24 ～
H25 ～

・給与の独自削減の拡大

当初の実施
予 定 期 間

変更後の削減率　特別職 30.0%⇒14.5%、一般
職 14.5%⇒7.3%

実施しない項目

実施時期を延期
する項目

実施内容を縮小
する項目

イ．当初計画策定以降の経済情勢の変化や実績を反映した収支見通しとしたことで、
　　財政健全化計画よりも良好な財政状況となっています。

①財源不足を補うための基金の取崩を行わない財政運営により基金残高が増え、繰上償還
　などにより公債費（借金）の残高・返済額が減っています。
②健全化判断比率が当初計画よりも低くなっています。

H24 H25 H26 H27 H28
歳 入 6,441 6,419 6,455 6,343 6,018
歳 出 6,371 6,371 6,455 6,339 6,016
差引額 70 26 0 4 2
基金残額 1,026 1,030 1,003 1,007 1,011

■変更後の財政収支の見通し（一般会計） （単位：百万円）

　※基金残高は財政調整基金、減債基金、備荒資金組合特別納付分の合計です

H21～H26
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　   ①赤字比率、連結赤字比率については全ての会計で算定に用いる赤字が発生しないことから、比率は算定さ
　　れません。②年度は算定年度です（決算年度は年度－１年度）。
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実質公債費比率（３ヵ年平均）の推移

■◆ 財政健全化計画 変更後

ウ．財政健全化計画では登載することができなかった事業のうち、「まちづくり総合計画実施計画」で予
　　定されている事業計画については、将来の収支見通しに盛り込んでいます。

将来負担比率 H24 H25 H26 H27 H28

156.3 143.5 135.8 127.5 119.2

212.5 204.1 192.9 184.8 179.5

△ 56.2 △ 60.6 △ 57.1 △ 57.3 △ 60.3

変 更

当初計画

増 減

後

実質公債費比率 H24 H25 H26 H27 H28

変 更

当初計画

増 減

後

（３ヵ年平均）
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△3.4
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23.9

△5.4
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■健全化判断比率の推移
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198.4

155.8 156.3 143.5 135.8 127.5 119.2

■◆ 財政健全化計画 変更後

将来負担比率の推移

エ．計画期間を延長したことで、財政的な裏づけのある「まちづくり総合計画」を基礎としたまちづくり
　　が推進されます。

オ．現在実施している内部管理経費の整理合理化、使用料等の改正など、行財政改革並びに受益者負担の
　　適正化の観点から実施している項目については、引き続き実施します。

１ . 介護保険料
意　見　概　要 町　の　考　え　方

①準備基金全額を取り崩し、介護保険
料の軽減を図ってほしい。

②高所得者に対する多段階設定により
低所得者の介護保険料の軽減を図って
ほしい。

③財政安定化基金の取り崩し分の活用
について、介護保険料の引き上げ抑制
やサービス利用軽減が図られるべきと
考えるが、こうした要請を国や道に積
極的に行なう計画となっているのか。

④一般会計からの繰入により町独自で
介護保険料の軽減を図ってほしい。

　第５期介護保険料の上昇緩和のために、ご意見も踏まえ十分に検討し、基
金の一部を取り崩し、所得区分の第３段階の細分化の新設と併せ、保険料負
担の軽減を図っています。第５期計画期間中の介護保険料減少や不測の事態
に備え、一定の基金残額の確保は必要と考えています

　高所得者の多段階の設定については、対象者や影響額も少ないため、所得
段階別の構成比の変動に合わせて検討していきます。なお、第５期計画にお
いて、所得区分の第３段階及び第４段階を細分化し、低所得者の保険料の軽
減を図っています。

　町に交付される財政安定化基金の取り崩し分は、介護保険料の軽減に活用
することとしています。道は、取り崩し分を「地域包括ケアシステム」構築
の推進に資する事業や特別養護老人ホーム等の整備に対する支援策に活用す
る予算案を議会に提案したところです。国における使途については、今後示
される内容において検討していきます。

　介護保険料の費用負担は、50％が公費負担、50％が保険料収入となってお
り、町の負担は、公費負担の内12.5％の定められた率による負担をしています。

洞爺湖町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画第5期（素案）に関する意見
　２月３日から 29 日まで実施した「洞爺湖町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画第５期（素案）」に関
するパブリックコメント（意見募集）で、3 人の方から意見が寄せられましたので、町の考え方とあわせ
て紹介します。ご協力ありがとうございました。
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２. 介護サービスの充実について
意　見　概　要 町　の　考　え　方

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
の待機者の解消となる整備をしてほしい。

②定期巡回・随時対応型」サービスについて、
サービスニーズとニーズ調査の実施予定はど
うか。

③サービス利用料の負担が重く、要介護（要
支援）認定を受けているのにサービスを受け
ていない方が多く存在している。町独自の軽
減策をデイサービスやショートステイにも拡
大してほしい。

④「一体改革」の名で進められている介護保
険制度の法改正による利用者負担の増やサー
ビス抑制をさせないよう国に求めてほしい。

　特別養護老人ホームは、第５期計画期間内の平成 24 年度に地域密着型
介護老人保険施設（小規模特養）29 床の整備が予定されています。今後近
隣市町の状況も踏まえ、介護保険施設の基盤整備計画を検討していきます。

　現在、町内に「定期巡回・随時対応型」サービスを提供できる事業所が
ないため、サービス内容の周知やニーズを把握し、今後検討していきたい
と考えています。

　町内在住の 65 歳以上の方を対象に、基本チェックリストを活用し、生
活機能が低下している高齢者を把握する「二次予防事業対象者把握事業」
を実施します。利用者負担が高額とならないように一定程度の負担限度を
超えた場合には「高額介護サービス費」として払い戻し、町民税非課税世
帯の方には、施設入所サービスや短期入所サービス利用者負担の限度額を
より低く設定しています。また、町が独自で実施している軽減を、現在対
象となっているサービスに対して継続することで、低所得者のサービス未
利用が生じない体制を整備しています。

　利用者負担の増やサービス利用が抑制されないよう要望活動を展開して
いきます。

３. 地域包括ケアの推進と人間らしい高齢者の尊厳の確立について
意　見　概　要 町　の　考　え　方

①地域包括ケアを進める上で洞爺湖町の実態
やネットワークづくりの方向性が見えないた
め、どのように進めていくのかを検討する町
民参加の場を設けてほしい。

②公的介護保障を確立するため、老人福祉法
に基づく高齢者福祉計画の充実が求められて
います。「買い物支援」など、新たな支援策
拡充をかかげてほしい。

③要介護者を抱えた家族の困難は著しいもの
があります。新しい家族介護支援システムの
確立のため、同システム（条例化）の確立を
してほしい。

　地域包括ケアシステムの実現に向けて、関係機関と連携し、町民一体と
なって高齢者がいつまでも安心して住みなれた地域で暮らし続ける地域包
括ケアを推進することとし、地域包括支援センターを拠点として、町民の
参画できる場を提供していきたいと考えています。

　現在、「配食サービス事業」「外出支援サービス（移送サービス）」「軽度
生活支援（買い物等家事援助）」などを実施。高齢者福祉証の発行による「交
通費助成」「高齢者入浴券の助成」など、閉じこもり防止や健康で生きが
いをもって生活できる支援を、関係機関と連携を図って推進していきます。

　「地域包括ケア」の実現に向け、関係機関と地域一体となったシステム
構築を推進していきます。また、地域支援事業における総合相談事業や権
利擁護事業による虐待等の事件が生じないよう相談、支援を行っています。
「家庭介護用品支給事業」を実施しており、在宅で介護する世帯に対し、
介護用品の支給を行っています。家族介護支援システムについては、関係
機関と地域一体となった　「地域包括ケア」の構築に向け推進していきま
す。

４. 基本計画（素案）について
意　見　概　要 町　の　考　え　方

①第４期計画期間における介護サービス利用の
実績値が計画値を大きく下回っているサービス
があり、この分析がないまま、第５期計画の計
画値を出しているのではないか。

②町介護保険運営協議会やインターネット、窓
口での閲覧によるパブリックコメント募集だけ
では、町民の広い意見の集約とは言えません。
計画素案のダイジェスト版の発行や各地域での
住民説明会の開催など、きめ細かな対応をして
ほしい。

　計画値と実績値のかい離については、第３期計画期間における達成
率の大幅な上昇を第４期計画に反映させたためで、管内でも、洞爺湖
町と同様に通所、訪問系のサービスの達成率が、大きく下回る結果と
なっています。第５期計画期間の給付費の推計は、４期計画の実績値
を基準とし、高齢者増加率や高齢者実態調査の結果を踏まえて算定し
ていて、給付費は緩やかな増加傾向として推計しています。

　計画策定にあたっては、高齢者実態調査で、介護サービスに対する
ニーズや在宅における介護の実態把握を行なっています。計画（素案）
についても、保健、医療、福祉関係、第１号、２号被保険者の町民委
員など、広い分野の方々による洞爺湖町介護保険運営協議会において
審議いただいています。今回の意見を受けましてより多くの町民参加
の実現に向け、今後、その効果的な方法について検討していきます。



平成 24年度

まちの予算

歳　　　入

（入る見込みのお金）

63億

5,185 万円

地方交付税 371,650 万円
（58.5%）

依存財源 474,036 万円（74.6%）

自主財源 161,149 万円（25.4%）

町債
 30,540万円（4.8%）

国庫支出金
 27,224万円（4.3%）

道支出金
 22,023万円（3.5%）

地方消費税交付金
11,600万円（1.8%）

地方譲与税
 7,800万円（1.2%）

その他 
3,199万円（0.5%）

町税
 108,630万円（17.1%）

繰入金 
1,130万円（0.2%）

諸収入 
12,524万円（2.0%）

繰越金 
2,000万円（0.3%）

分担金・負担金 
7,101万円（1.1%）

使用料・手数料 
23,931万円 (3.8%）

財産収入等 
5,833万円（0.9%）

歳　入
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歳　　　出

（使う予定のお金）

63億

5,185 万円

予備費 2,003 万円（0.3%）

給与費 124,316 万円（19.6%）

公債費 140,985 万円
（22.2%）

教育費 34,142 万円（5.4%） 消防費 36,159 万円（5.7%）

土木費 53,100 万円（8.4%）

商工費 19,120 万円 (3.0%)

農林水産業費 16,213 万円
（2.6%）

労働費 1,534 万円
（0.2%）

衛生費 36,939 万円
（5.8%）

民生費 136,703 万円
（21.5%）

総務費 27,226 万円（4.3%）

議会費 6,745 万円（1.1%）

3
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　被保険者の皆さまにお支払いいただく保険料は、２年ごとに保険料率を見直すこととなっています。
　平成２４・２５年度の新しい保険料率は、次のとおりです。

75 歳以上と65 歳～ 74 歳で一定の障がいのある方が対象

● 均 　等 　割
（被保険者が等しく負担）

● 所　 得　 割
（被保険者の所得に応じて負担）

● 賦課限度額
（１年間の保険料の上限額）

平成22・23年度

平成22・23年度

平成22・23年度

（年額）
　   44,192円

10.28％

50万円

平成24・25年度
（年額）47,709円

(3,517円増)

平成24・25年度
10.61％

(0.33ポイント増)

平成24・25年度
55万円
(５万円増)

+

＝

均　等　割
【１人当たりの額】
47,709円

所　得　割
【被保険者本人の所得に応じた額】
(平成23年中の所得－33万円)×10.61％

１年間の保険料
（100円未満切り捨て）

● 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

　
　
　　 

　次の①～③に当てはまる被保険者の方は、保険料が軽減されます。
　（軽減の内容は、平成２３年度までと変更ありません）

33万円かつ被保険者全員が所得０円
（年金収入のみの場合、受給額80万円以下）

33万円

33万円＋（24万5千円×世帯主以外の被保険者数）
※単身世帯の方は該当しません

33万円＋（35万円×世帯の被保険者数）

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

９割軽減

8.5割軽減

5割軽減

2割軽減

平成24年度 前年度比

4,770円

7,156円

23,854円

38,167円

約300円増

約500円増

約1,800円増

約2,800円増

　● 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
　● 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

　 　　世帯の所得に応じて、４段階の軽減があります。

　 　　被保険者個人の所得で判定します。

所得が次の金額以下の方 軽減割合
所得から33万円を引いた額が58万円以下の方 ５割軽減

　
　この制度に加入したときに被用者保険（主にサラリーマンの方が加入している健康保険）の被扶養者
だった方は、所得割はかからず、均等割が９割軽減になります。
　



　● 単身世帯（世帯主）の場合 ● 夫婦２人世帯（共に被保険者）で、妻の年金収入
　 が 80 万円以下の場合

80万円

153万円

168万円

180万円

211万円

250万円

９割

8.5割

8.5割

２割

ー

ー

ー

ー

５割

５割

５割

ー

4,700 円

7,100 円

15,100 円

52,400 円

78,400 円

150,600 円

300 円増

500 円増

800 円増

3,200 円増

4,400 円増

6,700 円増

年金収入 均等割
軽　減

所得割
軽　減 平成 24 年度 前年度比

80万円

153万円

168万円

180万円

211万円

250万円

年金収入 均等割
軽　減

所得割
軽　減 平成 24 年度 前年度比区

分
夫
妻
夫
妻
夫
妻
夫
妻
夫
妻
夫
妻

９ 割
９ 割
8.5割
8.5 割
8.5 割
8.5 割
5 割
5 割
２ 割
２ 割
ー
ー

ー
ー
ー
ー
5 割
ー
5 割
ー
5 割
ー
ー
ー

4,700 円
4,700 円
7,100 円
7,100 円
15,100 円
7,100 円
38,100 円
23,800 円
68,900 円
38,100 円
150,600 円
47,700 円

300 円増
300 円増
500 円増
500 円増
800 円増
500 円増
2,200 円増
1,800 円増
3,800 円増
2,800 円増
6,700 円増
3,600 円増

☎ ☎







洞

湖
温
泉
診
療
所
の

体
制
変
更

野
外
焼
却
の
禁
止

市
民
農
園
利
用
者
募
集

心
身
障
害
者
の
巡
回
相
談

の
開
催

メ
ル
ト
タ
ワ
ー
21
の
排
ガ
ス

(

煙
突)

測
定
結
果<

２
号
炉>

☎

☎☎

☎



看
護
の
心
に
ふ
れ
て
み
ま
せ

ん
か
〜
看
護
週
間
の
ご
案
内
〜

　平成 24 年度の社会保険出張相談所の開設日程が決
定しました。
　当日は、室蘭年金事務所の職員の方が、相談員とし
て対応します。

　洞 湖町では、予約制の導入は行なっていませんが、
伊達市では昨年度より完全予約制を実施していますの
で、電話予約が必要です。電話予約は、実施年月日の
1 カ月前から室蘭年金事務所（☎0143-50-1004）で受
け付けいたします。

　町では、平成 23 年度北海道から電源立地地域対
策交付金を受け、特別保育事業（乳児保育・障がい
児保育 ) を行いました。
　この交付金事業は、北海道が水力発電施設（虻田
発電所）設置により生じた自然環境又は生活環境へ
の影響を緩和するため、水力発電施設周辺市町村に
対し交付されるものです。
　交付金については、就労形態が多様化している昨
今、保育所に対する様々な保育ニーズに応える一環
として、事業の実施が図られました。桜ヶ丘保育所
で乳児保育事業、また本町保育所においては障がい
児保育事業を実施しました。
　このたびの事業運営により地域社会における児童
福祉に寄与できたものと考えています。

年　月　日

平成 24年
８月９日（木）

平成 25 年
２月７日（木）

洞 湖町役場
会議室

洞 湖町役場
会議室

10：30
～ 15：30

10：30
～ 15：30

場　　所 開設時間 備　考

年　月　日 場　　所 開設時間 備　考

平成 25 年
１月 24 日（木）

平成 24 年
５月 24 日（木）

平成 24 年
７月 12 日（木）

平成 24 年
９月 13 日（木）

平成 24 年
11 月８日（木）

伊達市役所
本庁舎３階

伊達市役所
本庁舎３階

伊達市役所
本庁舎３階

伊達市役所
本庁舎３階

伊達市役所
本庁舎３階

10：30
～ 15：30

10：30
～ 15：30

10：30
～ 15：30

10：30
～ 15：30

10：30
～ 15：30

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

☎

☎



☎☎

今月の1冊今月の1冊　　　
●「けんぼうは一年生」

岸武雄(著)
二俣英五郎(イラスト)



消
防
だ
よ
り

消
防
だ
よ
り

洞 湖支署(　76-2119)・洞 出張所(　87-2119)・『火災・救急・救助119番』

☎ 

☎ 

　

 

消
し
た
は
ず

　
　
　

決
め
つ
け
な
い
で

　
　
　
　
　
　

も
う
一
度

統
一
標
語

広　　　告



４

 



☎
　平成24年度から平成26年度までの介護保険料が改正になります。
保険料基準額（月額）が 3,300 円から 3,800 円になります。
　改正内容は、次の表のとおりです。



発
行
日

平
成
24
年
４
月
10
日

通
巻
／
第
73
号

■測定日　３月28日　晴れ
■測定値　0.028μGy/h
■測定場所　洞爺湖汽船桟橋前
◆空間放射線量率は平常レベルです。

洞爺湖温泉の
　　　空間放射線量率の状況

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

企画防災・広報統計グループから
　スポーツや趣味、ボランティアなどのサークル
を広報で紹介しますので、自薦、他薦かまわず情

報をお待ちしています。　           ☎74‐3004

「
ま

つ
い

す
み

か


